
経済社会の中で、法執行と政策立案により

公正かつ自由な
競争環境を促進し､守る
今や、事業者の活動は国際化し、新たなビジネスモデルが次々と創出されています。
こうした変化の中で事業者の事業活動を盛んにし、消費者の利益を守るとともに、
日本経済をより発展させるためには、公正かつ自由な競争環境を維持・整備し、
市場メカニズムの働きを確保する必要があります。
市場メカニズムが正しく機能していれば、消費者ニーズが事業者に正しく伝わり、
事業者が消費者ニーズに合った商品を供給する努力をすることによって、
事業者の事業活動が発展し、消費者の利益、日本経済全体の競争力が向上していきます。
公正かつ自由な競争を促進することは、事業者と消費者、そして社会全体を豊かにしていきます。

公正かつ自由な競争によって市場メカニズムの機能を十分に発揮させるためには、
適切なルールの整備と、ルール違反を取り締まる強い執行力が不可欠です。
このルールとして制定されたのが
「独占禁止法（正式名称：私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）」であり、
独占禁止法を運用するための行政機関として、公正取引委員会が設置されています。

市場メカニズムの働きを確保するために

公正取引委員会の使命

●実態調査
●規制改革・取引慣行の改善に関する提言
●ガイドラインの策定

●法運用の透明性・予見可能性の向上による
違反行為の未然防止

●企業のコンプライアンスの向上

●効果的な広報
●国際連携

●G7、OECD、ICN（国際競争ネットワーク）等

エンフォースメント
～厳正な法執行による競争の回復～
●違反事件審査

●独占禁止法違反行為に対する排除措置命令、
課徴金納付命令等

●確約措置等を通じた迅速かつ効果的な法執行
（個別事案に応じた事後規制）

●企業結合審査
●ビジネスの実態に即した迅速かつ的確な
企業結合審査
（合併等により将来競争上の弊害が生じる場合に
　事前に禁止）

アドボカシー（競争唱導）
～競争環境の整備～

独占禁止法
◆ 事業者が経済活動を行う上で守るべき基本ルール　◆ 市場競争を制限する行為を禁止
● 独占禁止法の概要

● 独占禁止法の目的
［第１条］この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、
結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、
公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、
一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

● 私的独占の禁止
● 不当な取引制限の禁止
（カルテル･入札談合等）

● 事業者団体の規制
● 企業結合の規制
● 独占的状態の規制
● 不公正な取引方法の禁止

公正かつ自由な
競争の促進

● 事業者の創意発揮
● 事業活動の活発化
● 雇用･国民実所得の
水準向上

国民経済の
民主的で健全な
発達の促進

一般消費者の
利益確保

公正取引委員会は、公正で自由な競争環境を確保するため、エンフォースメント（法執行）と
アドボカシー（競争唱導）を「車の両輪」として取り組んでいる。
エンフォースメント：独占禁止法の厳正、機動的な執行による競争の回復
アドボカシー：競争環境の整備➡競争促進的な規制・制度改革、企業行動の変革
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公正取引委員会は、市場経済の基本ルールの遵守を監視する「市場の番人」と言われています。
一方、梟は、いかなる気配も見逃さない360°の視界と優れた聴覚を備え、「森の番人」と言われており、監視という点において当委員会と共通する点があります。02 03Japan Fair Trade Commission




